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_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 
4月から P＆Dパートナーズが新たに提供する６種類の新サービス 

【1】「新管理制度 ID取得サービス」開始 
新規申請で、化粧品登録者、備案(届出)者、境内責任者及び化粧品生産企業は ID取得が必要 

【2】「既許認可化粧品の情報の作成＆複写・アップロードサービス」開始 
既に許認可（登録、備案（届出））されたすべての化粧品は配合とラベル情報のアップロードが必要 

【3】「既許認可化粧品及び新規申請化粧品の製品執行標準の作成サポート」開始 
既に許認可（登録、備案（届出））されたすべての化粧品は製品執行標準を追加提出が必要 

【4】「化粧品原料の安全に関する情報送信・報告（原料コード）支援サービス」開始 
既に許認可（登録、備案（届出））されたすべての化粧品原料の安全関連情報の補充提供が必要 

【5】「シミ取り美白と抜け毛防止化粧品の効能評価検査報告支援サービス」開始 
対象は 2021年 5月 1日までに申請しかつ登録を取得するシミ取り美白・抜け毛防止化粧品 

【6】「普通化粧品年次報告書支援サービス」開始 
対象は 2022年 1月 1日時点で備案(届出)期間が満 1年のすべての普通化粧品 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 
 

  中国国家薬品監督管理局(NMPA)は、2021年 3月 4日に新「化粧品監督管理条例」に基づく実務
規定として「化粧品登録登記資料管理規定」と「化粧品新原料登記登録資料管理規定」の確定版を、続
いて 3月 5日に両規定の施行(5月 1日)に伴う経過措置等についての「『化粧品登録備案資料管理規
定』の実施に関する事項に関する公告（2021年第 35号）」を公表しました（詳細は→ 
http://www.crdb.jp/ （中国製品規制データバンク CRDB）をご覧ください）。 

これらの規定と公告の公表により、本年 5月 1日からスタートする中国化粧品新管理制度の中核内容で
ある化粧品及び新原料の許認可（登録、備案（届出））の方法や要求の詳細内容が、遂に固まりまし
た。以下に新管理制度の実施により、4月から P＆Dパートナーズが新たに提供をスタートさせる６種類のサｰ
ビスを緊急にご案内します。 

⁂＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊⁂⁂＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

① 4／1 から P＆D は「新管理制度 ID取得サービス」開始 
新規申請で、化粧品登録者、備案(届出)者、境内責任者及び化粧品生産企業は ID取得が必要 

4月 1日から、化粧品登録者、備案(届出)者、境内責任者及び化粧品生産企業は、「化粧品登
録備案(届出)情報サービスプラットフォーム」を通じて、関連資料を提出し、登録備案(届出)ユーザーア
カウントの ID取得を申請することになります。このユーザーアカウントの IDは新管理制度における化粧
品登録備案にあたって欠かせないもので、いち早く許認可（登録、備案（届出））を取得するために
は早めに ID を取得することが重要です。 
この ID申請は、化粧品登録者、備案(届出)者、境内責任者及び化粧品生産企業が自身で行う

のは困難の場合、P＆D パートナーズでも申請権利の授権を受けることで代行申請ができます。4月 1
日に申請するには、授権を含めた準備をそれまでに済ませておくことが必要になります。 

5月 1日からはいよいよ新管理制度がスタートします。化粧品登録者・備案(届出)者・境内責任者
は、「新登録備案(届出)プラットフォーム」を通じて特殊化粧品の登録を申請、普通化粧品の備案(届
出)を行うことになります。 

http://www.crdb.jp/
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ここで注意が必要なことは、5月 1日以降、旧（現行）制度における化粧品行政許可及び備案
(届出)情報管理システム）では、特殊化粧品登録申請、普通化粧品備案(届出)が受理されなくなる
ことです。 

P＆Dは 4／1 から「新管理制度 ID取得サービス」を開始します。ユーザーアカウントの ID をいち早
く取得するためにも、まずは P＆Dパートナーズにご相談ください。 

お問い合わせはここをクリック👉👉 
 

 
② 4／1 から P＆D は「既許認可化粧品の情報の作成＆複写・アップロードサービス」開始 

既に許認可（登録、備案（届出））されたすべての化粧品は配合とラベル情報のアップロードが必要 
旧（現行）制度の登録備案(届出)プラットフォームで既に登録を取得した又は備案(届出)を完了

した化粧品について、2022年 5月 1日までに製品の執行基準及び製品ラベル版下を作成＆複写し
て提出し、国産普通化粧品の製品配合を記入・報告し、特殊化粧品販売包装で実際に販売している
ラベルイメージをアップロードすることが求められます。 
対象となるのは、登録を取得した又は備案(届出)を完了したすべての化粧品です。化粧品会社によ

っては、対象アイテム数が多くなり膨大な手間がかかるので、早めに準備をはじめることをお勧めします。 
P＆Dは 4／1 から「既許認可化粧品の情報の作成＆複写・アップロードサービス」を開始します。 

お問い合わせはここをクリック👉👉 
 

 
③ 4／1 から P＆D は「既許認可化粧品及び新規申請化粧品の製品執行標準の作成と提出サポート」

開始 
既に許認可（登録、備案（届出））されたすべての化粧品は製品執行標準を追加提出が必要 
 
中国化粧品登録、備案（届出）の新管理規定によって、化粧品の登録、備案（届出）許認可の

申請資料の中に、製品の執行標準（規格）の提出が要求されております。そして既に登録、備案を許
可している化粧品には、2022年 5月 1日前までに、この製品執行標準を追加で提出しなければいけ
ないと明確されています。日本の化粧品会社にとって、製品の種類ごとによって、中国側の要求に従っ
て、それぞれの製品執行標準の作成と提出にはかなりの手間が掛かるはずです。お早めに着手を始めた
方良いとお勧めいたします。 

P＆Dは 4／1 から中国審査当局との緊密なコミュニケーションによって、皆様へ既許認可化粧品及
び新規申請化粧品の製品執行標準の作成と提出サポートを開始いたします。 

お問い合わせはここをクリック👉👉 
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④ 4／1 から P＆D は「化粧品原料の安全に関する情報送信・報告（原料コード）支援サービス」開始 
既に許認可（登録、備案（届出））されたすべての化粧品原料の安全関連情報の補充提供が必
要 

2021年 5月 1日から、化粧品原料に関して、新規に、登録者備案(届出)者は登録申請又は備
案(届出)を行う際に、製品配合原料の出所及び商品名情報を記入・報告することが必要です。 
この一連のプロセスを「原料コード」の登録と呼びますが、化粧品原料メーカー自身が申請・登録作業

を行うことが必要です、そして中国側の関連製品規格に品質規格要求のある原料に関わる場合、さらに
原料の品質規格証明又は安全関連情報を提出することが必要になります。 
これらの煩雑な作業は P＆D パートナーズでも申請権利の授権を受けることで代行申請・登録作業

ができます。 
次に、2022年 1月 1日から、登録者備案(届出)者は登録申請又は備案(届出)を行う際に、防

腐・日焼け止め・着色・染毛・シミ取り美白効能効果を有する原料の安全関連情報を提供することが必
要です。 
さらに、2023年 1月 1日からは、登録者備案(届出)者は登録申請又は備案(届出)を行う際に、

すべての原料の安全関連情報を提供することが必要になります。2023年 1月 1日より前に登録を取
得した又は登録を完了した化粧品については、登録者、備案(届出)者は 2023年 5月 1日までに製
品配合中のすべての原料の安全関連情報を補充提供しなければなりません。 
ここで注意が必要なことは、2021年 5月 1日より前に登録を取得した又は登録を完了した化粧品

について、登録者、備案(届出)者は、2023年 5月 1日までに製品配合中のすべての原料の安全関
連情報を補充提供することが必要になることです。 
また、化粧品原料メーカーも自社の原料に関して安全関連情報の補充提供を済ませておくことで、今

後、中国の化粧品で原料として採用される可能性が高まると言えるでしょう。 
化粧品メーカーや化粧品原料メーカｰによっては、対象アイテム数が多くなり膨大な手間がかかるので、

早めに準備をはじめることをお勧めします。 
P＆Dは 4／1 から「化粧品原料の安全に関する情報の送信・報告（原料コード登録）支援サービ

ス」を開始します。具体的な内容はお問い合わせください。 

お問い合わせはここをクリック👉👉 
 

 
⑤ 4／1 から P＆D は「シミ取り美白と抜け毛防止化粧品の効能評価検査報告支援サービス」開始 

対象は 2021年 5月 1日までに申請しかつ登録を取得するシミ取り美白・抜け毛防止化粧品 
2022年 1月 1日から、シミ取り美白、抜け毛防止化粧品の登録を申請する際、登録申請者は規

定に基づき、要求に合致する人体効能試験報告書の提出が必要になります。 
次に、2021年 5月 1日までに申請し、かつ登録を取得するシミ取り美白・抜け毛防止化粧品につ

いては、登録者は 2023年 5月 1日までに人体効能試験報告書を追加提出しなければなりません。 
さらに、2021年 5月 1日から 12月 31日までの期間に申請し、登録を取得するシミ取り美白・抜

け毛防止化粧品については、登録者は 2022年 5月 1日までに要求に合致する人体効能試験報告
書を補足提出が必要になります。 

P＆Dは 4／1 から「シミ取り美白と抜け毛防止化粧品の効能評価検査報告支援サービス」を開始
します。具体的な内容はお問い合わせください。  

お問い合わせはここをクリック👉👉 
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⑥ 4／1 から P＆D は「普通化粧品年次報告書支援サービス」開始 

対象は 2022年 1月 1日時点で備案(届出)期間が満 1年のすべての普通化粧品 
2022年 1月 1日より、元の登録備案(届出)プラットフォーム及び新登録備案(届出)プラットフォー

ムを通じて備案(届出)された普通化粧品について、年度報告制度を統一的に実施することになりまし
た。 
それによって備案(届出)者は毎年 1月 1日から 3月 31日までの期間に、新登録備案(届出)プラ

ットフォームを通じて、備案(届出)期間満 1年のすべての普通化粧品の年度報告書を提出することが
必要となります。対象となるのは、2022年 1月 1日時点で備案(届出)期間満 1年のすべての普通
化粧品となります。 

P＆Dは 4／1 から「普通化粧品年次報告書支援サービス」を開始します。具体的な内容はお問い
合わせください。 

お問い合わせはここをクリック👉👉 
 

 

⁂＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊⁂⁂＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

まずはお気軽にお電話ください。 → TEL：０５９－２３１－５４８８ 
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